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地域包括ケアシステム
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高齢者
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高齢者の
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高齢者が住み慣れた地域で安心
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  ○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
  ①地域支援ネットワークの構築
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高齢者
ター）

○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握
などを行う。

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

地域包括ケアシステムの構築

推進実施主体

推進実施

ケア体制の確立

るみの支援体制の推進

成年後見・権利擁護の推進

対策 

ケア体制の確立

図表

の確立

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）が

のサービス利用者・家族や介護サービス事業者、関係団体、民生委員・児童委員

や市民などの協力のもと、各行政分野の関係機

地域ケア会議の活用

高齢者あんしん相談センター

高齢者あんしん相談センター（
）が開催

○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
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（
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の高齢者を支えるネットワーク体制を

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

の担い手づくりの推進 

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進しま

の推進

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
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たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

、さりげ

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

要援護高齢者支援

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

体制を

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進しま

の推進 

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

さりげ

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

要援護高齢者支援

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

体制を

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進しま

 

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

さりげ

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

要援護高齢者支援

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

体制を強化・

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進しま

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

さりげない

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

要援護高齢者支援ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

強化・

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進しま

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

ない見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

強化・

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

かつ一体的に行い、市の支援基盤づくりを推進します。

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

強化・促進して

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

す。

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

 

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

促進して

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

す。 

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

促進して

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

 

「志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」の強化 

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

促進していきます。

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

 

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

いきます。

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課 

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

ネットワークや民間活力を

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

いきます。

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより

民間活力を

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

いきます。

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

域社会で高齢者の孤立を防止し、問題を早期発見につなげることにより身近

民間活力を

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

いきます。

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

身近

民間活力を

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

いきます。 

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

身近な

民間活力を活用

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

な地

活用

志木市高齢者ホッとあんしん見守りシステム」

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的

たり、設置・運営に関する目標や地域課題、地域住民に対する

役割を定めるとともに、介護情報や高齢者保健・福祉事業に関する情報提供に積

見守りや声掛けによって、地

地

活用

」

単身高齢者や支援を必要とする家庭の急増する中、地域で支える人材の確保と

ともに、介護保険制度の改正により、予防給付のうち、要支援１、２の訪問介護・

介護が地域支援事業に移行していくことから、市で行う介護予防・生活支援

サービス事業の体制整備のため、多様なサービスの担い手の確保が求められてい

円滑な制度移行などに対応するため、地域住民のボランティアや民間非営利団

体（ＮＰＯ）等の多様な主体によるサービスを提供する環境等を整備します。ま

た、担い手となる地域人材の発掘・育成について、あらゆる機会を活用し複合的
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【推進の担当】

主
な
実
施
内
容 

【推進の担当】

1-3

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

す。

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

1-4

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

待

【今後の展開】

高齢者

ービス事業者

とり速やかに対応

速かつ

【推進の担当】

主
な
実
施
内
容 

【推進の担当】

3 

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

認知症高齢者や身

す。

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

4 

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

待防止

【今後の展開】

家庭内の

高齢者

ービス事業者

とり速やかに対応

また、施設内

速かつ

【推進の担当】

【推進の担当】

 成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

認知症高齢者や身

す。成年後

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

 高齢者虐待

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

防止

【今後の展開】

家庭内の

高齢者

ービス事業者

とり速やかに対応

また、施設内

速かつ

【推進の担当】

①

②

【推進の担当】

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

認知症高齢者や身

成年後

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

高齢者虐待

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

防止対策を講じ

【今後の展開】

家庭内の

高齢者を見守る体制

ービス事業者

とり速やかに対応

また、施設内

速かつ厳格に対応

【推進の担当】

①家庭内

②施設内虐待

【推進の担当】

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

認知症高齢者や身

成年後見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

高齢者虐待

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

対策を講じ

【今後の展開】

家庭内の虐待

を見守る体制

ービス事業者

とり速やかに対応

また、施設内

厳格に対応

【推進の担当】

家庭内

施設内虐待

【推進の担当】

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】

認知症高齢者や身

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】

高齢者虐待

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

対策を講じ

【今後の展開】

虐待

を見守る体制

ービス事業者、

とり速やかに対応

また、施設内

厳格に対応

【推進の担当】

家庭内虐待

施設内虐待

【推進の担当】 

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

【今後の展開】 

認知症高齢者や身

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

【推進の担当】 高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者虐待防止

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

対策を講じ

【今後の展開】 

虐待防止は、

を見守る体制

、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

とり速やかに対応

また、施設内の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

厳格に対応

【推進の担当】 高齢者ふれあい課

虐待

施設内虐待

 高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

認知症高齢者や身

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

高齢者ふれあい課、福祉課

防止

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

対策を講じています

防止は、

を見守る体制

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

とり速やかに対応します。

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

厳格に対応します。

高齢者ふれあい課

虐待防止

施設内虐待防止

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

制度利用につなげ、福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

認知症高齢者や身寄

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

高齢者ふれあい課、福祉課

防止対策

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

ています

防止は、

を見守る体制づくりと法

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

します。

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

します。

高齢者ふれあい課

防止対策

防止対策

第１節

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

寄りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。

高齢者ふれあい課、福祉課

対策

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

ています

防止は、

づくりと法

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

します。

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

します。

高齢者ふれあい課

対策

対策

第１節

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

普及の推進に努めます。 

高齢者ふれあい課、福祉課

対策 

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

ています

防止は、市民や

づくりと法

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

します。

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

します。

高齢者ふれあい課

対策の実施

対策の実施

第１節

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

どの様々な権利擁護制度が円

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

ています。

市民や

づくりと法

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

します。 

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

します。 

高齢者ふれあい課

の実施

の実施

第１節 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

成年後見・権利擁護の推進 

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

どの様々な権利擁護制度が円滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）が、緊密な

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

。 

市民や地域

づくりと法を

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者ふれあい課

の実施 

の実施 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

 

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

緊密な

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

地域

を周知

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者ふれあい課

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

緊密な

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

センター（地域包括支援センター）が、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

地域の

周知

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者ふれあい課 
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高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

緊密な連携

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

が、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

の民生委員・児童委員

周知し、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

53 

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

課、健康増進センター、いろは遊学館

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

連携

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

が、制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

し、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

連携を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者ふれあい課、福祉課 

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

し、虐待

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

 

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

虐待

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

第４章
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

虐待を発見した

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

第４章
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館

認知症高齢者など判断力が十分でない人に対し、利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

を発見した

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

第４章
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

相談体制の強化に努め、成年後見制度利用支援事業等を

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

を発見した

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報

第４章 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

、いろは遊学館 

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

を実施

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員

を発見した

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

の虐待防止の徹底と監視を図り、通報には

 実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や

制度利用促進のための広報・普及活動、

実施

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

民生委員・児童委員などにより

を発見した場合は、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

には法令等に

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者ふれあい課、市民活動推進課、福祉課、健康づ

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

を行っています。 

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

実施する

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

などにより

場合は、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

法令等に

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

、健康づ

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

 

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

する

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

などにより

場合は、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

法令等に

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

、健康づ

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

するとともに、制度

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

などにより

場合は、

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

法令等に

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

、健康づ

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び

などにより

場合は、市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

法令等に基づき

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

、健康づくり支援

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいた、家庭内及び施設内虐

などにより、日常的に

市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

基づき

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

くり支援

利用者の人権を尊重しな

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

滑に利用できるよう、権利擁護の体制のため成年後

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防

施設内虐

、日常的に

市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

基づき

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

くり支援

利用者の人権を尊重しながら

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

成年後

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

高齢者への虐待を早期に発見し、深刻化を防ぐために、「高齢者虐待の防止、

施設内虐

、日常的に

市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

基づき、

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

くり支援

がら

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

成年後

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

止、

施設内虐

、日常的に

市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

、迅

実現に向けた施策の方向性 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

がら

福祉サービスの利用援助や苦情の申し立て、成年後見制度な

成年後

見支援センターを中核として、社会福祉協議会や高齢者あんしん相談センター

りのないひとり暮らし高齢者などが増えると見込まれま

高齢者あんしん相談

制度利用促進のための広報・普及活動、

とともに、制度

止、

施設内虐

、日常的に

市民や介護サ

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携を

迅
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【今後の展開】

 

主
な
実
施
内
容 

第４章
第１節

－２

 施策の内容と

1 

2 

2-1

ため

福祉及び関係機関の連絡

１）訪問

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

6

【今後の展開】

【推進の担当】

（２）緊急時連絡システム

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。
 

主
な
実
施
内
容 

第４章 実現に向けた施策の方向性
第１節 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

２ 

施策の内容と

 高齢者福祉

 低所得者

1 高齢者福祉

高齢者及び

ため

福祉及び関係機関の連絡

）訪問

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

6回（

【今後の展開】

関係

【推進の担当】

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】

関係

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 高齢者福祉

施策の内容と

高齢者福祉

低所得者

高齢者福祉

高齢者及び

ため、

福祉及び関係機関の連絡

）訪問

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

回（1

【今後の展開】

関係

【推進の担当】

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】

関係

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

①

②

③

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者福祉

施策の内容と

高齢者福祉

低所得者

高齢者福祉

高齢者及び

、市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

）訪問理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

1回

【今後の展開】

関係機関

【推進の担当】

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】

関係機

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

①訪問

②緊急時

③日常

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者福祉

施策の内容と

高齢者福祉

低所得者への

高齢者福祉

高齢者及び

市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

回 2,000

【今後の展開】

機関との連携

【推進の担当】

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】

機関との連携

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

訪問理美容サービス

緊急時

日常生活用具給付

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者福祉

施策の内容と推進実施主体

高齢者福祉サービス

への

高齢者福祉

高齢者及び要介護者等

市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

2,000

【今後の展開】 

との連携

【推進の担当】 

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

【今後の展開】 

との連携

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

理美容サービス

緊急時連絡システム

生活用具給付

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

高齢者福祉施策

推進実施主体

サービス

への対策

高齢者福祉サービスの

要介護者等

市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

2,000

 

との連携

 高齢者ふれあい課

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

 

との連携

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

理美容サービス

連絡システム

生活用具給付

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

施策

推進実施主体

推進実施

サービス

対策

サービスの

要介護者等

市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

2,000 円）まで市が負担しています。

との連携

高齢者ふれあい課

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

との連携

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】

理美容サービス

連絡システム

生活用具給付

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

施策の充実

推進実施主体

推進実施

サービス

対策 

サービスの

要介護者等

市独自の事業を

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

円）まで市が負担しています。

との連携により

高齢者ふれあい課

（２）緊急時連絡システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

との連携により

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

【推進の担当】 

理美容サービス

連絡システム

生活用具給付

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

の充実

推進実施主体

推進実施

サービスの

 

サービスの

要介護者等

市独自の事業を実施しています。

福祉及び関係機関の連絡

理美容サービス 

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

円）まで市が負担しています。

により

高齢者ふれあい課

（２）緊急時連絡システム・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

により

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

 高齢者ふれあい課

理美容サービス

連絡システム

生活用具給付 

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

の充実

推進実施主体 

推進実施

の充実

サービスの充実

要介護者等が

実施しています。

福祉及び関係機関の連絡体制を推進します。

 

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自

円）まで市が負担しています。

により

高齢者ふれあい課

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

により

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

理美容サービス 

連絡システム     

 

実現に向けた施策の方向性 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

の充実 

 

推進実施主体

充実

充実

が自立した生活を継続できるよう

実施しています。

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

す。理美容に要する費用は自己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

により、制度の周知と対象者の把握に努め

高齢者ふれあい課

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

により、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

  

     

 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 

主体 

充実 

充実 

自立した生活を継続できるよう

実施しています。

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

高齢者ふれあい課

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

    

     

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 

 

自立した生活を継続できるよう

実施しています。

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

高齢者ふれあい課

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

   

     

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 

自立した生活を継続できるよう

実施しています。

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

高齢者ふれあい課 

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

   ④救急

     ⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
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市民

 

自立した生活を継続できるよう

実施しています。

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課

④救急

⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり
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市民

 

○ 

自立した生活を継続できるよう

実施しています。利用の周知とともに

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

高齢者ふれあい課、福祉課

④救急医療情報キット

⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

市民 

 

 

自立した生活を継続できるよう

利用の周知とともに

体制を推進します。

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

、福祉課

医療情報キット

⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 ボランティア

自立した生活を継続できるよう

利用の周知とともに

体制を推進します。 

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

、福祉課

医療情報キット

⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

ボランティア

自立した生活を継続できるよう

利用の周知とともに

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

円）まで市が負担しています。 

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

、福祉課

医療情報キット

⑤敬老祝金支給

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

ボランティア

ＮＰＯ

自立した生活を継続できるよう

利用の周知とともに

理髪店や美容院に出向くことが困難な要介護３・４

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

 

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

、福祉課 

医療情報キット

⑤敬老祝金支給 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

ボランティア

ＮＰＯ

 

○ 

自立した生活を継続できるよう

利用の周知とともに

４・

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

、制度の周知と対象者の把握に努め

・高齢者見守り通報システム 

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

医療情報キット

 

ボランティア

ＮＰＯ 

 

 

自立した生活を継続できるよう、本人や

利用の周知とともに

・５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

、制度の周知と対象者の把握に努め

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

医療情報キット 

ボランティア

 

、本人や

利用の周知とともに

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

、制度の周知と対象者の把握に努め

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

 

ボランティア

、本人や

利用の周知とともに、

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

、制度の周知と対象者の把握に努め

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

事業者

、本人や

、支援

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

、制度の周知と対象者の把握に努め利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

、制度の周知と対象者の把握に努め利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

事業者

○

 

、本人や家族を支援する

支援

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

事業者 

○ 

 

家族を支援する

支援情報

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

 

家族を支援する

情報、保健・

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

緊急事態にボタンを押すと消防署へ通報される装置を貸与しています。 

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

行政

家族を支援する

、保健・

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

 

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

行政

○

○

家族を支援する

、保健・

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。

行政 

○ 

○ 

家族を支援する

、保健・

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

利用を図ります。

新たに、利用料を自己負担する高齢者見守り通報システムの設置を行います。 

 

家族を支援する

、保健・

５と認定されている人や

重度の障がい者が、自宅で手軽に理美容サービスの提供が受けられるサービスで

己負担ですが、出張に要する費用について、年度内

利用を図ります。 

ひとり暮らしや日中ひとりになる高齢者で、循環器系疾患または脳血管疾患等

により日常生活を営む上で常時注意を要する人が、安心して生活ができるように、

利用を図ります。
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【今後の展開】

 

【推進の担当】
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【今後の展開】

 

【推進の担当】
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【今後の展開】

 

【推進の担当】

 

1-2

 

 

 

 

 

 

主
な
実
施
内
容 

３）日常生活用具給付

電磁調理器、火災警報器、消火器を給付しています。

【今後の展開】

【推進の担当】

４）救急医療情報キット

本人との意思疎通が難し
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老齢福祉年金受給者

額と課税年金収入額の合計が

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

ビス利用の促進を図ります。

高齢者ふれあい

 

実現に向けた施策の方向性
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

 

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

利用者への周知に努めるとともに、

険料の軽減措置を行います。

高齢者ふれあい課

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

するとともに、対象者

り方を検討していきます。

高齢者ふれあい課

サービス利用料補助

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

額と課税年金収入額の合計が

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

ビス利用の促進を図ります。

高齢者ふれあい

 

実現に向けた施策の方向性 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

るとともに、

険料の軽減措置を行います。

高齢者ふれあい課

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

するとともに、対象者

り方を検討していきます。 

高齢者ふれあい課

助 

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

額と課税年金収入額の合計が

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

ビス利用の促進を図ります。

高齢者ふれあい

 
高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

るとともに、

険料の軽減措置を行います。 

高齢者ふれあい課

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

するとともに、対象者

高齢者ふれあい課

 

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

額と課税年金収入額の合計が 80

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

ビス利用の促進を図ります。 

高齢者ふれあい

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

るとともに、

高齢者ふれあい課

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

するとともに、対象者

高齢者ふれあい課

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

80 万円以下は

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者ふれあい課

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

るとともに、

高齢者ふれあい課 

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

するとともに、対象者の増加

高齢者ふれあい課 

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

万円以下は

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

課 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

56

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

るとともに、国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

の増加

介護保険は、利用したサービス費用の

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者

万円以下は

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

56 

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

の増加

介護保険は、利用したサービス費用の 1

負担のサービス利用料に対して

老齢福祉年金受給者は

万円以下は

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

の増加や今後の財政負担を踏まえ、

1割

負担のサービス利用料に対して

は 50

万円以下は

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

割または２割

負担のサービス利用料に対して

50％

万円以下は 25％

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

または２割

負担のサービス利用料に対して

％、市民税非課税世帯で合計所得金

％をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

の施策で、現在、市民税非課税世帯の要介護４または

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

または２割

負担のサービス利用料に対して

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり 

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

または

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

または２割

負担のサービス利用料に対して、

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

 

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

または

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

または２割が自己負担となっていま

、保険料第

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

または５の人に月額

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

が自己負担となっていま

保険料第

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施し

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

５の人に月額

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

が自己負担となっていま

保険料第

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

低所得者に対して介護保険利用者利用料負担軽減措置を実施しています。

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

５の人に月額

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

が自己負担となっていま

保険料第１

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

ています。

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

５の人に月額

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい

や今後の財政負担を踏まえ、

が自己負担となっていま

１段階該当者

市民税非課税世帯で合計所得金

をそれぞれ補助します。

今後、要介護・要支援認定者の増加に伴い、財政負担の増加が見込まれます。

利用者へ制度を周知し、介護サービス利用者の経済的負担の軽減及び介護サー

介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等の利用者負担減額制度

ています。

国の施策に準じ、低所得者に対する介護

要介護認定を受けた高齢者及び介護者に対し、経済的、精神的負担を軽減する

５の人に月額

重度の要介護高齢者及びその介護者の経済的、精神的負担の軽減に寄与してい
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付き公的賃貸住宅の総称）やサービス付き高齢者向け住宅の供給の

り、高齢者一人ひとりの状況に配慮した

福祉施策や医療

【推進の担当】
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防犯活動が実施され、また、町内会が維持管理
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後も市民の防犯に対する意識の高揚を図り、安心で安全な住み良い地域環境の確

保を図っていきます。

の意識の高揚に努めています。また、

認定を受けている人などを対象に、避難行動要支援者名簿の登録を行なっていま

す。災害時の安否の確認や避難誘導

事前に地域の民生委員・

って

【今後の展開】

の連携により、高齢者を事故や犯罪から守る活動を実施します。また、振

詐欺などに対し、広報活動により、注意を呼びかけます。

で受けられるよう、避難行動要支援者名簿の見直しを進めています。

災訓練や要配慮者の見守り活動にも活用できるように改善し、地域の高齢者や障

がい者などが安心して生活できるよう、整備を図

避難行動要支援者名簿の整備・見直しを実施します。
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 施策の内容と推進実施主体

1-1

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

（１）

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】

（２）若年期からの健康づくり推進

1-1

1-2

1-3

第４章 実現に向けた施策の方向性
第２節 介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

１ 

施策の内容と推進実施主体

1 健康づくり

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

（１）健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

1 健康づくりと健康寿命の

2 疾病予防の推進

3 健康づくり

の強化

①

②

③

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

 健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

健康づくり

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

健康づくり

の強化

①健康手帳の交付

②若年期からの健

③健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

健康づくり

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

健康づくり

の強化

健康手帳の交付

若年期からの健

健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

健康づくり

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

健康づくり

の強化 

健康手帳の交付

若年期からの健

健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

健康づくり

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

【今後の展開】 

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

【推進の担当】 

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

健康づくり

 

健康手帳の交付

若年期からの健

健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

健康づくりと健康寿命の

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

 

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

 健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

健康づくり・介護予防

健康手帳の交付

若年期からの健

健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

と健康寿命の

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康手帳の交付 

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進

介護予防

健康手帳の交付

若年期からの健

健康寿命の延伸

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進

施策の内容と推進実施主体

と健康寿命の

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

 

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

健康づくりと健康寿命の

疾病予防の推進 

介護予防

健康手帳の交付 

若年期からの健康づくり推進

健康寿命の延伸 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

健康づくりの推進 

施策の内容と推進実施主体

と健康寿命の

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体

健康づくりと健康寿命の

介護予防

康づくり推進

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

 

施策の内容と推進実施主体

と健康寿命の

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康診査や保健指導の記

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体

健康づくりと健康寿命の

介護予防の

康づくり推進

実現に向けた施策の方向性 
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

施策の内容と推進実施主体 

と健康寿命の延

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

健康診査や保健指導の記録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

効果的な活用を図ります。 

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体

健康づくりと健康寿命の延伸

の人材

康づくり推進
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延伸

「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

生活を送れるよう支援します。 

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体
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人材

康づくり推進 
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「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

 

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

健康増進センター

（２）若年期からの健康づくり推進 

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体

延伸 
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「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

健康増進センター 

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を

推進実施主体 

 

育成

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり
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「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を
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「自分の健康は自ら守りましょう」を目標に、若年期から健康的な生活習慣を

身につけることにより生活習慣病を予防し、すべての市民が自分らしく自立した

また、健康で暮らせる期間を延ばす健康寿命の

録、その他健康の保持のために必要な事項を記載し、

自らの健康管理に活用していただくため配布しています。

事業実施時等に目的や活用方法についての説明を行い交付することとし、より

内臓脂肪型肥満によって、さまざまな病気が引き起こされやすくなった状態を
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月までに全国一律の予防給付（訪問
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ＮＰＯ

○

○

○

ノルディックウォー
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介護予防給付

介護給付

介護予防事業

○二次予防事業

○一次予防事業

包括的支援事業

高齢者

（地

任意

○介護

○

○

○

○地域自立生活支援事業

（要支援１～２）
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     ＜移行前＞

介護予防給付

介護給付（要介護１～５）

介護予防事業

○二次予防事業

○一次予防事業

包括的支援事業

高齢者

地域

・

・

・

・包括的・継続的ケアマネジ

任意

○介護

○家族介護

○成年後見制度利用支援

○住宅改修支援

○地域自立生活支援事業

（要支援１～２）
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＜移行前＞

介護予防給付

（要介護１～５）

介護予防事業

○二次予防事業

○一次予防事業

包括的支援事業

高齢者あんし

域包括支援

・介護予防

・総合相談支援事業

・権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業

任意事業

○介護給付等費用適正化事業

家族介護

成年後見制度利用支援

住宅改修支援

○地域自立生活支援事業

（要支援１～２）
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介護予防事業

○二次予防事業

○一次予防事業

包括的支援事業

あんし

包括支援

介護予防

総合相談支援事業

権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業

事業 

給付等費用適正化事業

家族介護

成年後見制度利用支援
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介護予防事業
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○一次予防事業

包括的支援事業
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包括支援

介護予防
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権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業
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包括的支援事業
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包括支援センター

介護予防ケアマネジメント

総合相談支援事業

権利擁護事業

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業

給付等費用適正化事業

支援事業

成年後見制度利用支援

住宅改修支援

○地域自立生活支援事業
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包括的支援事業 

ん相談

センター

ケアマネジメント

総合相談支援事業

権利擁護事業 

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業

給付等費用適正化事業

支援事業

成年後見制度利用支援

事業

○地域自立生活支援事業
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訪問看護・福祉用具等

訪問介護・通所介護

ん相談センター

センター

ケアマネジメント

総合相談支援事業

 

包括的・継続的ケアマネジ

メント支援事業 

給付等費用適正化事業

支援事業 

成年後見制度利用支援

事業 

○地域自立生活支援事業
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訪問看護・福祉用具等

訪問介護・通所介護

センター

センター）の

ケアマネジメント

総合相談支援事業 

包括的・継続的ケアマネジ

 

給付等費用適正化事業

 

成年後見制度利用支援
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センター

の運営

ケアマネジメント

包括的・継続的ケアマネジ

給付等費用適正化事業

成年後見制度利用支援事業

○地域自立生活支援事業 
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介護予防・日常生活支援総合事業

（

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

介護予防給付

介護給付

包括的支援事業

○高齢者

（

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業

（

○生活支援サービス

（

任意

○介護

○

○

○

○地域自立生活支援事業
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介護予防・日常生活支援総合事業

（要支援１～２

○介護予防・生活支援サービス事業

・訪問型サービス

・通所型サービス

・生

・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

介護予防給付

介護給付

包括的支援事業

○高齢者

支援センター

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携推進事業

○認知症総合支援事業

（認知症初期集中支援チーム

援推進員等

○生活支援サービス
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業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

次予防事業」につなげています。

通所型介護予防事業（平成

は、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

は、

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

栄養教育を行う栄養改善事

行う口腔機能の向上事業

新制度に整理移行し、対象者

事業提供のために事業者

訪問

(第１号訪問事業

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス

(第１号生活支援事業）

 

介護予防ケアマネジメント

(第１号介護予防支援事業）

 

・第１号被保険者の全ての者 

・その支援のための活動に 

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

（平成 2

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

次予防事業」につなげています。

（平成

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

は、転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

栄養教育を行う栄養改善事

行う口腔機能の向上事業及び脳トレ

新制度に整理移行し、対象者

者等との連携に努めます。

訪問型サービス

第１号訪問事業

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス

第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント

第１号介護予防支援事業）

 

 

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

29 年

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

次予防事業」につなげています。

（平成

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

栄養教育を行う栄養改善事業、口腔機能向上のための教育や口腔

及び脳トレ

新制度に整理移行し、対象者

等との連携に努めます。

型サービス

第１号訪問事業

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス

第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント

第１号介護予防支援事業）

 ①介護予防把握事業

 ②介護予防普及啓発事業

  ③地域介護予防活動支援事業

 ④一般介護予防事業評価事業

 ⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

年３

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

次予防事業」につなげています。

（平成 29

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

及び脳トレ

新制度に整理移行し、対象者

等との連携に努めます。

型サービス

第１号訪問事業

通所型サービス
（第１号通所事業）

その他の生活支援サービス

第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント

第１号介護予防支援事業）

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

 ③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

３月

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

次予防事業」につなげています。 

9 年

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

及び脳トレ

新制度に整理移行し、対象者

等との連携に努めます。

型サービス 

第１号訪問事業) 

通所型サービス  
（第１号通所事業） 

その他の生活支援サービス

第１号生活支援事業）

介護予防ケアマネジメント

第１号介護予防支援事業）

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

月までに

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

 

年３

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

及び脳トレーニング

新制度に整理移行し、対象者の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

・現行の訪問

 介護相当

・多様な

 サービス

・多様な

 サービス

・現行の

 介護相当

その他の生活支援サービス

第１号生活支援事業） 

介護予防ケアマネジメント

第１号介護予防支援事業）

・多様な

 サービス

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

69

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

までに

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

３月

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

ーニング

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

・現行の訪問

介護相当

多様な

サービス

多様な

サービス

・現行の

介護相当

その他の生活支援サービス 

 

介護予防ケアマネジメント 

第１号介護予防支援事業） 

多様な

サービス

①介護予防把握事業

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

69 

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

までに

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

月までに

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

護予防活動の支援等を実施しています。 

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

ーニング

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

・現行の訪問

介護相当

多様な 

サービス 
多様な 

サービス 

・現行の通所

介護相当

 

 

 

多様な 

サービス

①介護予防把握事業 

②介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

までに「

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

までに

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

 

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

ーニング

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

・現行の訪問 

介護相当 

 

 
 

 

通所 

介護相当 

 

サービス 

※

 

 

②介護予防普及啓発事業 

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・日常生活支援総合事業の構成

「一般介護予防事業

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

までに移行

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

ーニングを実施しています

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

 ②訪問型サービス

 ②通所型サービス

 ③訪問型サービス

 ④訪問型サービス

 ①訪問介護

 ⑤訪問型サービス

  ①通所介護

 ③通所型サービス

 ④通所型サービス

 ①栄養改善の目的とした配食

 ②住民ボランティア等が行う見守り

 ③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援

 に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービ

 スの一体的提供等）

※ 上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を

  踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

 

③地域介護予防活動支援事業 

④一般介護予防事業評価事業 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

第４章
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介護予防・日常生活支援総合事業の構成

一般介護予防事業

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

移行

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

を実施しています

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。

②訪問型サービス

②通所型サービス

③訪問型サービス

④訪問型サービス

①訪問介護

⑤訪問型サービス

①通所介護

③通所型サービス

④通所型サービス

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援

に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービ

スの一体的提供等）

上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を

踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

 

 

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

第４章
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介護予防・日常生活支援総合事業の構成

一般介護予防事業

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

移行）

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

を実施しています

の状態により最適な事業

等との連携に努めます。 

②訪問型サービス

②通所型サービス

③訪問型サービス

④訪問型サービス

①訪問介護 

⑤訪問型サービス

①通所介護 

③通所型サービス

④通所型サービス

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援

に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービ

スの一体的提供等）

上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を

踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

⑤地域リハビリテーション活動支援事業 
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介護予防・日常生活支援総合事業の構成

一般介護予防事業

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

） 

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介

転倒骨折の防止及び加齢に伴う運動器の機能低下の予防

や向上を図るための運動器の機能向上事業、低栄養状態の高齢者に対し栄養相談、

業、口腔機能向上のための教育や口腔

を実施しています

の状態により最適な事業

②訪問型サービス

②通所型サービス

③訪問型サービス

④訪問型サービス

 

⑤訪問型サービス

①通所介護 

③通所型サービス

④通所型サービス

①栄養改善の目的とした配食

②住民ボランティア等が行う見守り

③訪問型サービス、通所型サービスに準じる自立支援

に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービ

スの一体的提供等）

上記はサービスの典型例として示しているもの。市町村はこの例を

踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。
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介護予防・日常生活支援総合事業の構成

一般介護予防事業

介護予防事業は、「一次予防事業」と、基本チェックリスト及び「二次予防事

業対象者把握事業」により生活機能が低下している高齢者を把握し、必要な「二

 

、介護予防に関する知識の普及・啓発や、地域における介
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大切とされています。 

筋力・口腔機能改善、栄養改善

運動器の機能低下

高齢者に対し栄養相談や

トレーニングするドリルなど

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

活動支援、

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

ボランティア

より身近な地域で多くの方が自主的

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

コバトンお達者倶楽部

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

倶楽部カード」にスタンプを押し

買物に出歩くことにより介護予防

携し登録店と参加者の拡大を図り

元気いきいきポイント

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

が地域貢献活動を通し、

内容の

高齢者ふれあい課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

 

筋力・口腔機能改善、栄養改善

運動器の機能低下

や教育

トレーニングするドリルなど

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

活動支援、

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

ボランティア

より身近な地域で多くの方が自主的

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

コバトンお達者倶楽部 

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

倶楽部カード」にスタンプを押し

買物に出歩くことにより介護予防

携し登録店と参加者の拡大を図り

元気いきいきポイント制度

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

が地域貢献活動を通し、

の周知と

高齢者ふれあい課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

筋力・口腔機能改善、栄養改善

運動器の機能低下

教育

トレーニングするドリルなど

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

活動支援、ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

ボランティアを

より身近な地域で多くの方が自主的

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

 

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

倶楽部カード」にスタンプを押し

買物に出歩くことにより介護予防

携し登録店と参加者の拡大を図り

制度

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

が地域貢献活動を通し、

周知と

高齢者ふれあい課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

筋力・口腔機能改善、栄養改善

運動器の機能低下と転倒防止の

教育、口腔機能向上のため

トレーニングするドリルなどを実施し

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

を養成し、

より身近な地域で多くの方が自主的

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

倶楽部カード」にスタンプを押し

買物に出歩くことにより介護予防

携し登録店と参加者の拡大を図り

制度 

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

が地域貢献活動を通し、

周知と、

高齢者ふれあい課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

筋力・口腔機能改善、栄養改善

と転倒防止の

口腔機能向上のため

実施し

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

養成し、

より身近な地域で多くの方が自主的

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

倶楽部カード」にスタンプを押し、

買物に出歩くことにより介護予防

携し登録店と参加者の拡大を図ります。

 

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

が地域貢献活動を通し、自ら

、公平な制度

高齢者ふれあい課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

筋力・口腔機能改善、栄養改善、脳トレーニング

と転倒防止の

口腔機能向上のため

実施し

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

養成し、

より身近な地域で多くの方が自主的に

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

、登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

ます。

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

自ら

公平な制度

高齢者ふれあい課、

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり
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が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

と転倒防止の

口腔機能向上のため

実施します。

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

養成し、地域

に活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

を図り、定期的な研修を実施します。 

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

ます。

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに

自らの

公平な制度

市民活動推進課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

71 

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

と転倒防止の

口腔機能向上のため

ます。

身リハビリ・介護予防普及啓発事業

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

地域

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

 

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

ます。 

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

ントを付与し、その貯まったポイントに応じて換金できる仕組みです。

の介護予防に

公平な制度

市民活動推進課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

と転倒防止の

口腔機能向上のため

ます。

身リハビリ・介護予防普及啓発事業 

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

地域へ

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

 

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護予防に

公平な制度

市民活動推進課

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

と転倒防止のため

口腔機能向上のため

ます。 

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ボランティア養成・

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

への貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護予防に

公平な制度の整備

市民活動推進課

第４章
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

ため

口腔機能向上のため

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

・研修

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護予防に

の整備

市民活動推進課

第４章
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング

ため、運動器の

口腔機能向上のための

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

研修

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

買物に出歩くことにより介護予防につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護予防にも役立ち

の整備

市民活動推進課

第４章
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

、脳トレーニング 

運動器の

の口腔清掃

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

研修 

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

も役立ち

の整備を行い

市民活動推進課 

第４章 
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

 

運動器の

口腔清掃

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

 

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しい

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

また、サロン運営などのボランティアスタッフに介護予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

も役立ち

行い

 実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

運動器の

口腔清掃

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

高齢者が急増し、市の行う介護予防事業だけでは難しいため、地域の

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

登録店から特典を提供する

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

も役立ち

行います。

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

運動器の体操

口腔清掃

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ため、地域の

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

する

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

も役立ち介護状態に

ます。

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

体操

口腔清掃や嚥下訓練、

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ため、地域の

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

する仕組みです

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護状態に

ます。

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

体操や

や嚥下訓練、

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ため、地域の

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

仕組みです

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護状態に

ます。 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事

や低栄養状態の

や嚥下訓練、

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ため、地域の

の貢献で自らも介護予防につなが

活動できるよう促進します。 

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

仕組みです

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護状態に

 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

が原因とされ、要介護になる危険性が高い状態をいい、予防には、食事と運動が

低栄養状態の

や嚥下訓練、

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。

ため、地域の介護予防

の貢献で自らも介護予防につなが

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

仕組みです

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。

介護状態になるのを

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

と運動が

低栄養状態の

や嚥下訓練、

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

うリハビリを行うとともに、広く予防方法を学ぶ事業などを展開します。 

介護予防

の貢献で自らも介護予防につなが

予防及び生活支援の

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

仕組みです。閉じ

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

応じて換金できる仕組みです。 

なるのを

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

と運動が

低栄養状態の

や嚥下訓練、脳

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

 

介護予防

の貢献で自らも介護予防につなが

予防及び生活支援の普及

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

。閉じ

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

なるのを

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

と運動が

低栄養状態の

脳を

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

介護予防

の貢献で自らも介護予防につながり、

普及

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

。閉じ

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

なるのを

実現に向けた施策の方向性 
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり 

と運動が

低栄養状態の

を

リハビリテーション専門職等を活かし、住居で日常生活の支障が改善できるよ

介護予防

り、

普及

登録店で高齢者が買物や飲食をした際に、高齢者が持参する「コバトンお達者

。閉じ

につなげるとともに、県と連

元気な高齢者が、地域に貢献するボランティア活動に参加した場合などにポイ

なるのを
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第４章
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（２）

ビスは、

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型

【今後の展開】

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

 通所型サービス

【今後の展開】

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

 その他の生活支援サービス

【今後の展開】

す。

す。

 介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】

提供するためのケアマネジメントを実施します。

【推進

第４章 実現に向けた施策の方向性
第２節 介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

（２）介護予防・生活支援

介護

ビスは、

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

訪問型

【今後の展開】

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス

【今後の展開】

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

【今後の展開】

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

す。

す。

介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

【推進

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

介護

ビスは、

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

訪問型

【今後の展開】

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス

【今後の展開】

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

【今後の展開】

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

す。また、地域での

す。 

介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

【推進の担当】

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

介護保険

ビスは、市

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

【今後の展開】

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス

【今後の展開】

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

【今後の展開】

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

また、地域での

介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

の担当】

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

保険制度

市で行う地域支援事業へ

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

サービス

【今後の展開】

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス

【今後の展開】

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

【今後の展開】

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

また、地域での

介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

の担当】

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

制度

で行う地域支援事業へ

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

サービス

【今後の展開】 

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス

【今後の展開】 

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

【今後の展開】 

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

また、地域での

介護予防ケアマネジメント

【今後の展開】 

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

の担当】 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

制度の見直しにより、要支援認定者に対する訪問介護、通所介護

で行う地域支援事業へ

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食

生活支援サービスなど、地域で高齢者を支える多様なサービスを、地域支援事業

として実施する「生活支援体制整備事業」の活用などにより、

的に提供する介護予防・生活支援サービス事業

サービス 

 

現行の訪問介護に相当する身体介護、生活援助や、多様な主体による緩和した

基準による掃除、洗濯等の生活

期集中で行うサービス等を実施します。

通所型サービス 

 

現行の通所介護に相当する機能訓練等や、多様

るサービスの提供、従来の、運動、口腔、栄養改善事業を含む保健・医療の専門

職が短期集中で行うサービス等を実施します。

その他の生活支援サービス

 

栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時

また、地域での

介護予防ケアマネジメント

 

高齢者の視点に立った柔軟な対応や、既存の枠組みにとらわれないサービスを

提供するためのケアマネジメントを実施します。

 高齢者ふれあい課

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

介護予防・生活支援

の見直しにより、要支援認定者に対する訪問介護、通所介護

で行う地域支援事業へ

介護予防・日常生活支援総合事業の開始により、要支援者と生活機能の低下の

おそれがある高齢者に対して、国の指針に基づき、介護予防や配食
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利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

高齢者ふれあい課

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

地域包括支援センター

地域包括支援センター

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

高齢者あんしん

） 
地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化

介護予防ケアマネジメント 

従来の業務を評価・改善
することにより、地域包

 

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等
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高齢者あんしん相談センター（

（１）介護予防ケアマネジメント事業 

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

高齢者ふれあい課 

○高齢化の進展、相談件数の増加等に伴う業務量の増加及び
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

地域包括支援センター）

地域包括支援センター）

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

高齢者あんしん相談センター

 
地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分
担・連携を強化 
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高齢者あんしん相談センター（

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

及びセンターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

）運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

）の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

相談センター

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分
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74 

高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

相談センター

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等
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地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。
○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

相談センター（

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
○市町村は運営方針を明確にし、業務の委託に際しては具体的に示す。 

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

相談センター（地域包括支援

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。
 

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

地域包括支援

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

地域包括支援

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン
ター（※１）や機能強化型のセンター（※

２）を位置づけるなどセンター間の役割分 

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

地域包括支援

地域の実情を踏まえ、基幹的な役割のセン 

ター（※１）や機能強化型のセンター（※ 

 

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等

介護予防の推進

多様な参加の場づくりとリハ
ビリ専門職の適切な関与によ
り、高齢者が生きがいをもっ
て生活できるよう支援

市町村に対する情報提供、助言、支援、バックアップ等 

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

地域包括支援センター

介護が必要になる状態になることを予防するために、「二次予防事業」対象者

把握された高齢者を対象に、介護予防プランの作成及

介護予防ケアマネジメント事業や総合相談支援・権

利擁護事業、包括的・継続的マネジメント事業は、高齢者あんしん相談センター

（地域包括支援センター）に委託し、その推進を図ります。

介護保険制度の改正により、新たに、在宅医療と介護の連携、認知症施策の推

進、生活支援サービスの体制を整備します。包括的事業を地域に広く周知すると

ともに、地域ケア会議や効果的な介護予防マネジメント等において

センターごとの役割に応じた人員体制を強化する。

○直営等基幹的な役割を担うセンターや、機能強化型のセンターを位置づけるなど、センター間の役割分担・連携を

運営協議会による評価、ＰＤＣＡの充実等により、継続的な評価・

の取組に関する情報公表を行う。

運営方針の策定・新総合事業の実施・地域ケア会議の実施等 

生活支援コーディネーター

高齢者のニーズとボランティア等の
地域資源とのマッチングにより、多
様な主体による生活支援を充実
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ビスにつなげています。また、地域におけるネットワークを通じて高齢者虐待の

早期発見・対応に努めています。

【今後の展開】

ことから保健・医療・福祉など必要なサービスにつなぐ

図り、ネットワークを強化し高齢者を支援します。

【推進の担当】

（３）包括的・継続的

や調整を行います。また処遇困難ケースを抱えるケアマネジャーの相談支援など

を行っています。
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（１）介護保険給付費適正化事業

必要なサービスの確保と利用者のサービスの選択を可能にしてきました。

ながら一部の事業者には、本人の状態像に合わないサービス提供を行うなどが見

主
な
実
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内
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（２）総合相談支援・権利擁護事業

高齢者やその家族からの相談を受け実態把握を行い、情報の提供
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【推進の担当】
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ケアマネジャー及びサービス事業者の後方支援として関係職種・機関との連携

や調整を行います。また処遇困難ケースを抱えるケアマネジャーの相談支援など

を行っています。

【今後の展開】

主治医をはじめ関係機関との連携・協働の体制を整備します。
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大していく中で、市民負担をできるだけ抑制していくためにも、介護

化に向けての取り組みが不可欠です。

県国民健康保険団体連合会が、介護給付等の審査支払業務を通じて保有する給

有効活用し、ケアプランチェックや介護と医療情報との突合及び縦

覧点検などの給付実態調査を行うとともに、サービス提供事業者への指導を適切

に行っていきます。また、「第２期埼玉県介護給付適正化計画」が平成

、新たに「第３期（平成

が策定されることから、この計画に基づき、本市も適正化に取り組

今後とも市民の皆さんに対して介護保険制度の理解を深め、介護給付適正化の

必要性の理解、サービス利用者に介護給付費情報の通知など、実効性のある対応

を進め、あわせて事業者指導・監督の強化を図ります。

高齢者ふれあい課

（２）家族介護者支援事業 

介護負担軽減と介護予防を目的として、民間委託で実施し有効に活用されてい

ますが、参加者が減少傾向にあるため、事業内容などを検討する必要があります。

はもとより地域住民の介護に対する知識啓発を推進するため、家族介

護支援事業の一つとして位置づけ、要介護高齢者の状態維持・改善を図るための

適切な知識・技術の習得や、介護サービスの適切な利用方法の習得などを目的と

す。

高齢者ふれあい課

家族介護者交流事業 

在宅で高齢者を介護している家族に対し介護から一時的に離れ、心身のリフレ

併せて家族等介護者の交流の場、情報交換の場として実施してい

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

受けられます。このことに対し、保険者である志木市としては、不適切なサービ

スの是正はもちろん、不正事案の再発防止及び介護事業の適切な運営のための全
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その家族や地域住民の方が集う認知症（オレンジ）カフェの

開設などにより、認知症高齢者の支援を行います。
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成年後見制度の利用が必要である認知症などで本人に判断能力がなく、後見等

の申立てを行う親族がいない場合など、成年後見制度の利用が難しい人について

高齢者世帯の増加に伴い利用者の増加が見込まれます。高齢者あんしん相談セ

）や成年後見支援センターと連携し、成年後見制

度に関する情報提供や相談を実施します。

高齢者ふれあい課、福祉課

日常の食事づくりに支障のある高齢者に食の自立支援として昼食を手渡し、

安否確認と食事の確保を図っています。
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が実施する介護予防マネジメント、または、ケアマネジャーによるケア

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

認知症サポーター養成・徘徊模擬訓練、認知症（オレンジ）カフェ

認知症高齢者等（若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能

徊による事故や悪質な訪問販売などの被害にあわないよう、

地域における見守りの体制やネットワークづくりとして、ボランティアである認

知症サポーターの養成と、認知症徘徊模擬訓練を実施しています。

認知症についての正しい知識を持ち、認知症高齢者やその家族を応援していけ

幅広い世代の

実践的な認知症徘徊模擬訓練を実施します。

さらに、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携し、相談

その家族や地域住民の方が集う認知症（オレンジ）カフェの

開設などにより、認知症高齢者の支援を行います。

高齢者ふれあい課、福祉課、市民活動推進課、学校教育課

成年後見制度の利用が必要である認知症などで本人に判断能力がなく、後見等
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高齢者世帯の増加に伴い利用者の増加が見込まれます。高齢者あんしん相談セ
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介護予防の観点から、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）

が実施する介護予防マネジメント、または、ケアマネジャーによるケア

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

認知症サポーター養成・徘徊模擬訓練、認知症（オレンジ）カフェ

認知症高齢者等（若年性認知症や脳血管疾患の後遺症による高次脳機能

徊による事故や悪質な訪問販売などの被害にあわないよう、

地域における見守りの体制やネットワークづくりとして、ボランティアである認

知症サポーターの養成と、認知症徘徊模擬訓練を実施しています。

認知症についての正しい知識を持ち、認知症高齢者やその家族を応援していけ

幅広い世代の認知症サポーターを養成し、地域

実践的な認知症徘徊模擬訓練を実施します。

さらに、高齢者あんしん相談センター（地域包括支援センター）と連携し、相談

その家族や地域住民の方が集う認知症（オレンジ）カフェの

開設などにより、認知症高齢者の支援を行います。

高齢者ふれあい課、福祉課、市民活動推進課、学校教育課

成年後見制度の利用が必要である認知症などで本人に判断能力がなく、後見等

の申立てを行う親族がいない場合など、成年後見制度の利用が難しい人について

高齢者世帯の増加に伴い利用者の増加が見込まれます。高齢者あんしん相談セ

）や成年後見支援センターと連携し、成年後見制
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【推進の担当】

（４）地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

られるよう相互の情報交換体制の整備に努めます。

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

評価、改善を進めるＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。

【今後の展開】

関係者相互の交流や情報交換を行い、情報共有に努め、

きます。

【推進の担当】

 

位置づけ、食の自立支援や

知と対象者の把握に努め、効果的なサービスを検討します。

住宅改修支援事業

居宅介護支援

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

【今後の展開】

利用を周知し、継続して補助事業を実施します。

【推進の担当】

地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

られるよう相互の情報交換体制の整備に努めます。

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

評価、改善を進めるＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。

【今後の展開】

関係者相互の交流や情報交換を行い、情報共有に努め、

きます。

【推進の担当】

 

位置づけ、食の自立支援や

知と対象者の把握に努め、効果的なサービスを検討します。

住宅改修支援事業

居宅介護支援

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

【今後の展開】

利用を周知し、継続して補助事業を実施します。

【推進の担当】

地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

られるよう相互の情報交換体制の整備に努めます。

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

評価、改善を進めるＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。

【今後の展開】

関係者相互の交流や情報交換を行い、情報共有に努め、

きます。

【推進の担当】

 

位置づけ、食の自立支援や

知と対象者の把握に努め、効果的なサービスを検討します。

住宅改修支援事業

居宅介護支援

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

【今後の展開】

利用を周知し、継続して補助事業を実施します。

【推進の担当】

地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

られるよう相互の情報交換体制の整備に努めます。

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

評価、改善を進めるＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。

【今後の展開】

関係者相互の交流や情報交換を行い、情報共有に努め、

きます。 

【推進の担当】

 

第２節

位置づけ、食の自立支援や

知と対象者の把握に努め、効果的なサービスを検討します。

住宅改修支援事業

居宅介護支援

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

【今後の展開】

利用を周知し、継続して補助事業を実施します。

【推進の担当】

地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

られるよう相互の情報交換体制の整備に努めます。

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

評価、改善を進めるＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。

【今後の展開】

関係者相互の交流や情報交換を行い、情報共有に努め、

【推進の担当】

 

第２節

位置づけ、食の自立支援や

知と対象者の把握に努め、効果的なサービスを検討します。

住宅改修支援事業

居宅介護支援または

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

【今後の展開】 

利用を周知し、継続して補助事業を実施します。

【推進の担当】 高齢者ふれあい課

地域支援事業に係る事業量の確保のための方策

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ
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介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、
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が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ
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い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成
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した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ
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また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

事業の改善を図ってい

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

サービスの

介護予防支援を受けていない（ケアプランを作成していな

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

した場合は、申請に基づき、住宅改修支援事業補助金を交付します。 

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、
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サービスの
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い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成
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介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、
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サービスの

介護予防支援を受けていない（ケアプランを作成していな

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

事業の改善を図ってい

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

サービスの

介護予防支援を受けていない（ケアプランを作成していな

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

新たな地域支援事業に関わる総合事業、包括的支援事業、任意事業等について、

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

事業の改善を図ってい

実現に向けた施策の方向性 
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり 

サービスの

介護予防支援を受けていない（ケアプランを作成していな

い）被保険者について、介護支援専門員等が「住宅改修に必要な理由書」を作成

、

介護事業者のほか、市内の各種団体、ＮＰＯ等のほか、市民の積極的なボランテ

ィア参加を促すなど、多様な担い手の確保に努めるとともに、介護支援専門員等

が総合事業の多様なサービスを行う者と連携して適切なサービス提供につなげ

また、事業の実施状況等を毎年把握することにより、実施上の課題等を把握し、

事業の改善を図ってい
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（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握
  

(イ）
  

（ウ）在宅医療

等 
  

(エ）在宅医療・介護サービス等の情報
  

主
な
実
施
内
容 

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図
リスト化

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
取組の支援とともに、ケアマネジャー等から相談受付

 

◆地域連携パス（在宅医療を行う医療機関、介護事業所等
の情報を含む）等の活用により、在宅医療・介護の情報
の共有支援

◆在宅での看取り、急変時の情報共有にも対応

第４章
第２節

２－３

 施策の内容と推進実施主体

 医療と介護の連携強化

 認知症対策の推進

3-1

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握
 

イ） 
 

ウ）在宅医療

 
 

エ）在宅医療・介護サービス等の情報
 

主
な
実
施
内
容 

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図
リスト化

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
取組の支援とともに、ケアマネジャー等から相談受付

◆地域連携パス（在宅医療を行う医療機関、介護事業所等
の情報を含む）等の活用により、在宅医療・介護の情報
の共有支援

◆在宅での看取り、急変時の情報共有にも対応

第４章 実現に
第２節 介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

２－３ 

施策の内容と推進実施主体

医療と介護の連携強化

認知症対策の推進

1 医療と介護の連携強化

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握

 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

ウ）在宅医療

エ）在宅医療・介護サービス等の情報

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図
リスト化

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
取組の支援とともに、ケアマネジャー等から相談受付

◆地域連携パス（在宅医療を行う医療機関、介護事業所等
の情報を含む）等の活用により、在宅医療・介護の情報
の共有支援

◆在宅での看取り、急変時の情報共有にも対応

実現に
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

 医療と介護の連携

施策の内容と推進実施主体

医療と介護の連携強化

認知症対策の推進

医療と介護の連携強化

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

ウ）在宅医療

エ）在宅医療・介護サービス等の情報

①医師会、医療機関との協議

②

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図
リスト化 

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
取組の支援とともに、ケアマネジャー等から相談受付

◆地域連携パス（在宅医療を行う医療機関、介護事業所等
の情報を含む）等の活用により、在宅医療・介護の情報
の共有支援 

◆在宅での看取り、急変時の情報共有にも対応

実現に
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医療と介護の連携

施策の内容と推進実施主体

医療と介護の連携強化

認知症対策の推進

医療と介護の連携強化

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

ウ）在宅医療・介護連携支援センター（仮称

エ）在宅医療・介護サービス等の情報

①医師会、医療機関との協議

②近隣市及び介護保険事業所等との協議

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
取組の支援とともに、ケアマネジャー等から相談受付

◆地域連携パス（在宅医療を行う医療機関、介護事業所等
の情報を含む）等の活用により、在宅医療・介護の情報

 
◆在宅での看取り、急変時の情報共有にも対応

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

医療と介護の連携

施策の内容と推進実施主体

医療と介護の連携強化

認知症対策の推進

医療と介護の連携強化

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（ア）地域の医療・介護サービス資源の把握

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議

介護連携支援センター（仮称

エ）在宅医療・介護サービス等の情報

①医師会、医療機関との協議

近隣市及び介護保険事業所等との協議

◆地域の医療機関の分布、医療機能を把握し、地図

◆さらに連携に有用な項目（在宅医療の取組状況、医師の
相談対応が可能な日時等）を調査した結果を、関係者間
で共有、住民にも公表

◆地域の医療機関・ケアマネジャー等介護関係者等が参画
する会議を開催し、在宅医療・介護連携の現状と課題の
抽出、解決策等を協議

◆在宅医療・介護連携の支援窓口の設置・運営により、在
宅医療と介護サービスの担当者（看護師、社会福祉士等）
の連携を支援するコーディネーターを配置して、連携の
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80 

市民 

 

 

在宅医療・介護連携推進事業

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修
  

（カ）

  

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

近隣市及び介護保険事業所等との協議

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催
等

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
◆パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

 

在宅医療・介護連携推進事業

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修
 

（カ）24
構築

 

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

近隣市及び介護保険事業所等との協議 

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催
等 

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア

在宅医療・介護連携推進事業

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

24 時間
構築

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

 

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア

ＮＰＯ

在宅医療・介護連携推進事業

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

時間 365
構築 

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア

ＮＰＯ

○

○

在宅医療・介護連携推進事業

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

365 日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア

ＮＰＯ

○ 

○ 

在宅医療・介護連携推進事業（事例）

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

◆地域の医療・介護関係
職種連携の実際を学ぶ

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア

ＮＰＯ 

 

 

（事例）

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発

◆地域の医療・介護関係者がグループワーク等を通じて、多
職種連携の実際を学ぶ 

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
ービスの提供体制を整備  

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

ボランティア 

 

（事例）

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

（キ）地域住民への普及啓発 

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
  等

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議

◆地域住民を対象にしたシンポ
パンフレット、チラシ、区報、
介護サービスに関する普及啓発

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

 

（事例）

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

 

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ
等 

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で
情報共有の方法等について協議  

◆地域住民を対象にしたシンポジウムの開催
パンフレット、チラシ、区報、HP
介護サービスに関する普及啓発 

◆在宅での看取りについても普及啓発

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

事業者

（事例） 

要介護状態や持病を抱えながらも、最期まで住み慣れた地域や

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

（オ）在宅医療・介護関係者の研修 

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

  等

ジウムの開催
HP等を活用し、在宅医療・
 

◆在宅での看取りについても普及啓発 

介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり 

事業者

○

○

や在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

 

日の在宅医療・介護サー

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

等 

ジウムの開催
等を活用し、在宅医療・

  等 

事業者 

○ 

○ 

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

日の在宅医療・介護サービス提供体制の

（ク）二次医療圏内・関係市区町村の連携 

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

ジウムの開催 
等を活用し、在宅医療・

 

 

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

ビス提供体制の

 

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

 
等を活用し、在宅医療・

行政

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

ビス提供体制の

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

等を活用し、在宅医療・

行政

○

○

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

ビス提供体制の

者がグループワーク等を通じて、多

◆介護職種を対象とした医療関連のテーマの研修会を開催 

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

等を活用し、在宅医療・

行政 

○ 

○ 

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、

ビス提供体制の

者がグループワーク等を通じて、多

 

◆地域の医療・介護関係者の協力を得て、在宅医療・介護サ

◆二次医療圏内の病院から退院する事例等に関して、都道府
県、保健所等の支援の下、在宅医療・介護等の関係者間で

等を活用し、在宅医療・

 

在宅等で、自分

らしく、満足度の高い生活を過ごすため、適切な医療と介護サービスが提供され、  
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（１）認知症予防の推進

 

【今後の展開】

 

【推

 

 

（２）認知症ケアパスの整備

 

 

主
な
実
施
内
容 

生活の質

高齢化していく中、自宅

るよう

められ

【今後の展開】

事業所等との定期的な会合の場を整備し

た、高齢者が在宅で訪問診療や介護サービスを受けながら、地域社会のなかで生

活できるよう、

【推進の担当】

3-2

（１）認知症予防の推進

てい

生活習慣病予防

【今後の展開】

認知症を正しく理解するための普及啓発に努めます。

【推

（２）認知症ケアパスの整備

主
な
実
施
内
容 

生活の質

高齢化していく中、自宅

るよう

められ

【今後の展開】

地域の医療

事業所等との定期的な会合の場を整備し

た、高齢者が在宅で訪問診療や介護サービスを受けながら、地域社会のなかで生

活できるよう、

【推進の担当】

2 

（１）認知症予防の推進

認知症は早期に発見することにより、予防や進行を緩めることができ

てい

生活習慣病予防

【今後の展開】

認知症予防を図るため、生活習慣病の予防及び早期発見に取り組むとともに、

認知症を正しく理解するための普及啓発に努めます。

【推進の担当】

（２）認知症ケアパスの整備

「

生活の質

高齢化していく中、自宅

るよう

められ

【今後の展開】

地域の医療

事業所等との定期的な会合の場を整備し

た、高齢者が在宅で訪問診療や介護サービスを受けながら、地域社会のなかで生

活できるよう、

【推進の担当】

 認知症対策の推進

（１）認知症予防の推進
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援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

高齢者

①訪問支援対象者の把握

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

環境の改善など）、

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
     

相
談 

情
報
提
供 

   
 
医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

保健師・看護師等

認知症地域支援推進員

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

【今後の展開】

認知症の状態別

域や関係機関とともに認知症

【推進の担当】

（３）認知症

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

図表

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム
し、認知症の専門医による鑑
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
認知症地域支援推進員
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

高齢者

①訪問支援対象者の把握

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

環境の改善など）、

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
     （受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

相
談 

   
 
医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

保健師・看護師等

認知症地域支援推進員

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

【今後の展開】

認知症の状態別

域や関係機関とともに認知症

【推進の担当】

（３）認知症

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

図表 45

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム
し、認知症の専門医による鑑
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
認知症地域支援推進員
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

高齢者あんしん

①訪問支援対象者の把握

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

環境の改善など）、

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

   

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）保健師・看護師等 

認知症地域支援推進員

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

【今後の展開】

認知症の状態別

域や関係機関とともに認知症

【推進の担当】

（３）認知症初期

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

45 

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム
し、認知症の専門医による鑑
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
認知症地域支援推進員
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

あんしん

①訪問支援対象者の把握

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

環境の改善など）、⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

   
      

助
言 

    

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

認知症地域支援推進員

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

【今後の展開】 

認知症の状態別

域や関係機関とともに認知症

【推進の担当】 

初期

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

 認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム
し、認知症の専門医による鑑
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
認知症地域支援推進員
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

あんしん相談

①訪問支援対象者の把握

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

   
       

指
導 

助
言 

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

認知症地域支援推進員 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

 

認知症の状態別

域や関係機関とともに認知症

 高齢者ふれあい課

初期集中

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム
し、認知症の専門医による鑑
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
認知症地域支援推進員  
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

相談センター（

①訪問支援対象者の把握、

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、

⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

   認知症サポート医
 である専門医（嘱託）

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で

認知症の状態別の基本的な対応マニュアルとして認知症ケアパスを作成

域や関係機関とともに認知症

高齢者ふれあい課

集中支援チームの設置

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

認知症初期集中支援チーム－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問
し、認知症の専門医による鑑別診断等を（個別の訪問支援）ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援など
の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。

  －認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地
域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

センター（

、②情報収集

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

の方針・内容・頻度等の検討）、⑥

⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

 

複数の専門職による個別の訪問支援 
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

認知症サポート医
である専門医（嘱託）

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

相
談 

情
報
提
供 

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

 

連携

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

がら地域社会の中で生活ができるよう早期の作成が必要となっています。

の基本的な対応マニュアルとして認知症ケアパスを作成

域や関係機関とともに認知症

高齢者ふれあい課

支援チームの設置

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問
別診断等を（個別の訪問支援）ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援など

の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
－認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地

域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

センター（

②情報収集

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

⑥初期集中支援の実施

⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

 
（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

認知症サポート医
である専門医（嘱託）

医療系＋介護系職員（保健師、看護師、介護
福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士等）

相
談 

地域の実態に応じた認知症施策の推進
（医療・介護・地域資源と専門相談等）

 

連携 

実現に向けた施策の方向性
介護・福祉・医療の各サービスを必要に応じて利用できるまちづくり

めのものであり、発症時から病気の進行によって状況が変化した場合に、状況に

応じた医療や介護サービスの標準的な対応をあらかじめ決め、サービスを受けな

生活ができるよう早期の作成が必要となっています。

の基本的な対応マニュアルとして認知症ケアパスを作成

域や関係機関とともに認知症

高齢者ふれあい課

支援チームの設置

「認知症初期集中支援チーム」

切なケアプランの作成等の支援が求められています

認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進員

認知症専門医による指導の下（司令塔機能）に早期診断、早期対応に向けて以下の体制を高齢者
（地域包括支援センター）等に整備

－複数の専門職が認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を訪問
別診断等を（個別の訪問支援）ふまえて、観察・評価を行い、本人や家族支援など

の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立生活のサポートを行う。
－認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地

域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業（専任の連携支援・相談等）所や地域の支援機関をつなぐ連携支
援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う。

センター（地域包括支援センター

②情報収集（本人の生活情報や家族の状況など）、

状、家族の介護負担度、身体の様子のチェック）、

保険サービス利用の説明、本人・家族への心理的サポート）、

初期集中支援の実施

⑦引き継ぎ後のモニタリング

≪認知症初期集中支援チームの主な業務の流れ≫

（受診勧奨や本人・家族へのサポート等）

認知症サポート医 
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